
日本盲教育史研究会 会則 

 

第１条（本会の名称） 

本会の名称を、日本盲教育史研究会と称する。 

第２条（本会の目的） 

本会は、盲教育史全般に関する研究および、その成果の普及を目的とする。 

第３条（会員） 

本会の会員は、本会の目的に賛同して会費を納入した者とする。 

第４条（事業） 

本会は、第２条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

１．研究大会の開催（年１回） 

２．会報の発行（年１回） 

３．その他本会の目的達成に必要な事業 

第５条（組織・運営） 

１．本会の総会は、会員で構成する。 

２．本会には次の役員を置く。 

（１）会長（１名） 

（２）副会長（若干名） 

（３）事務局長（１名） 

（４）会計（１名） 本会の貯金口座等の管理は会計が行う。 

（５）会計監査（１名） 

（６）事務局委員（若干名） 

３．本会に運営委員会を置く。 

  運営委員会は、上記（１）～（６）の役員で構成する。 

４．役員は総会において選出する。 

５．役員の任期は２年とする。 

６．本会の所在地を事務局長宅とする。  

第６条（会費） 

本会の会費は年額２０００円とする。 

会計年度は 10月１日より、翌年の９月 30日までとする。 



第７条（会則改正） 

本会の会則の改正は、総会出席者の３分の２以上の賛同をもって行う。 

付則 ： 本会則は、平成 24年 10月１日より施行する。 

付則追加 ： 本会則は、平成２７年１０月２４日より施行する。  

付則追加 ： 本会則は、平成２９年１０月２１日より施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


